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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
可変摩擦抵抗を有する、特に車両の為のボールジョイント（１）であって、
ジョイントボール（３）を有するボールピボット部（２）を有し、ジョイントボールは、
ジョイントハウジング部（４）に対して柔軟に支承されているようこれに収容されており
、その際、ジョイントハウジング部（４）は、互いに相対的に移動可能な二つのハウジン
グ部材（５，６）を有し、これらハウジング部材は、ジョイントボール（３）の反対の側
で係合し、そして、
伝動装置（７）を有し、この伝動装置によって、ジョイントボール（３）に可変圧力を及
ぼすために、ハウジング部材（６）の少なくとも一つが動かされることが可能であるボー
ルジョイントにおいて、
伝動装置（７）が、第一及び第二の伝動要素（８，９）を有し、これらに、回転軸（１０
）に対して螺旋状に延びる各一つのボール軌道（１１，１２）が形成されており、
その際、第一及び第二の伝動要素（８，９）が、軸方向（１０）において、伝動要素（８
，９）のボール軌道（１１，１２）の間に案内される少なくとも一つのボール（１３）を
介して互いに支持されており、そして、
第一の伝動要素（８）が、軸方向にスライド可能に支承されており、そして可動なハウジ
ング部材（６）と圧力接触状態にすることが可能であり、他方、第二の伝動要素（９）は
、回転軸（１０）を中心として回転可能に支承されているので、第二の伝動要素（９）の
回転によって、可動なハウジング部材（６）に軸方向力（Ｆ）を及ぼすために、第一の伝
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動要素（８）が軸方向にスライドさせられることが可能であることを特徴とするボールジ
ョイント。
【請求項２】
第一及び第二の伝動要素（８，９）が、其々、少なくとも領域的にディスク形状体として
形成されており、これらの一方の軸方向の面に、ボール軌道（１１、１２）を収容する周
回する各一つの傾斜面が形成されていることを特徴とする請求項１に記載のボールジョイ
ント。
【請求項３】
第一と第二の伝動要素（８，９）の間に案内されるボール（１３）の数量が、少なくとも
三つであることを特徴とする請求項１または２に記載のボールジョイント。
【請求項４】
第二の伝動要素（９）が、噛合い係合式の係合手段（１７）を介して、またはこの係合手
段に形成される歯部を介して、外部から回転駆動可能であることを特徴とする請求項１か
ら３のいずれか一項に記載のボールジョイント。
【請求項５】
第一と第二の伝動要素（８，９）の間に、ボール軌道（１１，１２）に沿った少なくとも
一つのボール（１３）の案内に使用されるボールケージ（１４）が形成されていることを
特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載のボールジョイント。
【請求項６】
ボールケージ（１４）が基本的にディスク形状の部材であることを特徴とする請求項５に
記載のボールジョイント。
【請求項７】
ボールケージ（１４）が、その軸方向面に、隣接する伝動要素（８，９）の各対向外輪郭
に基本的に補完的に形成されている外輪郭を有することを特徴とする請求項５または６に
記載のボールジョイント。
【請求項８】
ボールケージ（１４）に、ボール（１３）の少なくとも部分的な収容の為の、ボール（１
３）の数量に相当する複数の切欠き部（２３）が設けられていることを特徴とする請求項
５から７のいずれか一項に記載のボールジョイント。
【請求項９】
第一及び第二の伝動要素（８，９）とボールケージ（１４）は、組立状態で、第一及び第
二の伝動要素（８，９）とボールケージ（１４）が、回転軸（１０）に対して垂直な面内
で、互いにスライド不可能であるが、回転軸（１０）を中心として互いに回転可能である
ように配置されていることを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載のボールジ
ョイント。
【請求項１０】
第一の伝動要素（８）に、シリンダー状の部分（１６）が形成されており、この部分が、
ボールケージ（１４）内のシリンダー状の貫通開口部（２４）を貫通し、そして第二の伝
動要素（９）のシリンダー状の切欠き部に没入していることを特徴とする請求項９に記載
のボールジョイント。
【請求項１１】
第一及び第二の伝動要素（８，９）に、各一つのストッパー（１８）が形成されており、
このストッパーが、伝動装置（７）の出発位置の決定の為、ボールケージ（１４）に形成
されたストッパー（２０）と其々対応していることを特徴とする請求項１から１０のいず
れか一項に記載のボールジョイント。
【請求項１２】
第一の伝動要素（８）に回転防止部（１５）が割り当てられ、この回転防止部が、軸方向
のスライド性を確立しながら、回転軸（１０）を中心とした第一の伝動要素（８）の回転
を防止することを特徴とする請求項１から１１のいずれか一項に記載のボールジョイント
。
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【請求項１３】
伝動装置（７）に、ばねユニット（２１）が割り当てられており、このばねユニットによ
って、両方の伝動要素（８，９）が軸方向において互いに予負荷を与えられていることを
特徴とする請求項１から１２のいずれか一項に記載のボールジョイント。
【請求項１４】
装置が設けられ、この装置によって第二の伝動要素（９）の調整された回転角度が、可動
のハウジング部材（６）に及ぼされる軸方向力に割り当てられ、そして記憶されることが
可能であることを特徴とする請求項１から１３のいずれか一項に記載のボールジョイント
。
【請求項１５】
装置が、蓄えられた回転角度と軸方向力の間の関係に基づいて、所望の軸方向力の調整の
為に必要な第二の伝動要素（９）の回転角度を与えるよう作動可能であることを特徴とす
る請求項１４に記載のボールジョイント。
【請求項１６】
特に、請求項１から１５のいずれか一項に記載のボールジョイント（１）の為の伝動装置
（７）であって、第一及び第二の伝動要素（８，９）を有し、これらに、回転軸（１０）
に対して螺旋状に延びる各一つのボール軌道（１１，１２）が形成されており、その際、
第一及び第二の伝動要素（８，９）が、軸方向（１０）において、伝動要素（８，９）の
ボール軌道（１１，１２）の間に案内された少なくとも一つのボール（１３）を介して互
いに支持されており、そして、第一の伝動要素（８）が、軸方向にスライド可能に支承さ
れており、他方で、第二の伝動要素（９）が、回転軸（１０）を中心として回転可能に支
承されているので、第二の伝動要素（９）の回転によって、第一の伝動要素（８）が軸方
向にスライドさせられることが可能であることを特徴とする伝動装置（７）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、特に、車両の為の物であり、請求項１の上位概念に従う可変摩擦抵抗を有する
ボールジョイントと、請求項１６に従う伝動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
ボールジョイントは、長いこと、車両中、特にシャシー中で異なる構造で使用されてきた
。これらは、極めて一般的には、二つの部材を回転可能に、かつ揺動可能に互いに接続す
るために使用される。ボールジョイントは、基本的構造要素として、ボールピボット部と
、ジョイントハウジング部を有する。ボールピボット部は、その際、ジョイントボールを
有する。ジョイントボールは、ジョイントハウジング部に収容される。その結果、ボール
ピボット部は、ジョイントハウジング部に対して柔軟に支承されている。意図した通りの
回転動作、又は揺動動作に基づいて発生するボールピボット部のジョイントハウジング部
に対する相対動作は、ボールピボットの表面とジョイントハウジング部、又はジョイント
ハウジング部に属する支承シェルの間に摩擦を発生させる。この摩擦は、ボールピボット
部のジョイントハウジング部に対する動作の際、抵抗となる。
【０００３】
様々な理由から、所定の使用の為にはボールジョイントにおいて、ボールジョイントの摩
擦抵抗にアクティブに影響を与えることを可能とするという要求がある。構造上の観点で
は、例えばこれは、ジョイントハウジング部が、互いに相対的に移動可能な二つのハウジ
ング部材を有し、これらが、ジョイントボールの向かい合った側を挟持するよう係合する
ことによって実現される。その際、両方のハウジング部材の少なくとも一方が動かされる
ことが可能である。そのようにしてジョイントボールを互いに移動可能なハウジング部材
の間に異なる程度だけ挟み込むためである。ジョイントボールに及ぼされる圧力に応じて
、このようにてボールジョイントの摩擦抵抗に積極的に影響が及ぼされることが可能であ
る。
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【０００４】
可変な摩擦抵抗を有するボールジョイントの具体的な実施は、特許文献１より公知である
。そこに開示されるボールジョイントは、ジョイントハウジング部においては、ジョイン
トハウジング部は、静的なハウジング部材と、リングの形式の、これに対して軸方向に移
動可能なハウジング部材を有している。ボールジョイントには、更に、一つの伝動装置が
割り当てられている。これは、ねじの回転運動（回転）を、ハウジングリングの並進運動
（スライド）へと変換し、そのようにしてハウジングリングを介して可変圧力をジョイン
トボールに及ぼす。回転運動を並進運動に変換するために、伝動装置内には三つのボール
が設けられている。これらによって、其々、独自にスパイラル状で、軸方向に上昇するボ
ール軌道（回転可能な第一の伝動部分のボール軌道）が案内されている。この第一の伝動
部分は、これら複数のボールを介して、ハウジング固定の第二の伝動部分に支持されてお
り、それによって、第一の伝動部分の軸方向の位置が調整された回転角度に応じて変化す
る。使用される伝動装置は、例えばスピンドルドライブよりも明らかに高い効率を有する
が、しかし、必要とされる、スパイラル状の、軸方向に上昇する複数（三つ）のボール軌
道が製造上、技術的に高価であり、そして更に、可能な回転角度と、ひいては伝動装置の
ストロークと、更には使用可能なボールの数量が著しく制限されるというデメリットがあ
る。更に、スパイラル状のボール軌道が軸方向における投影において交差して延びている
ことは、運動学的な観点において理想的で無い案内の原因となる。これは、回転摩擦が低
いことと共に、滑り摩擦が高いというデメリットを引き起こす。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ドイツ連邦共和国特許出願公開第１０　２０１１　０７５　３２３　Ａ１
号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
よって、本発明の課題は、冒頭に記載した形式のボールジョイントであって、安価に製造
可能であり、可能な限り高く可能な回転角度に基づいて、比較的高い伝動ストロークを有
し、そして三つより多いボールを有し形成されることが可能であるものを提供することで
ある。本発明の別の課題は、そのようなボールジョイントの為の伝動装置を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
この課題は、請求項１に記載のボールジョイントによって解決される。その際、ボールジ
ョイントは、可変摩擦抵抗を有するものであり、特に車両に適しており、そして基本的に
、ジョイントボールを有するボールピボット部と、特別な形式に形成される伝動装置を有
する。その際、ジョイントボールは、ジョイントハウジング部内に収容されている。これ
に対して柔軟に、又はジョイント式に（独語：ｇｅｌｅｎｋｉｇ）支承されているためで
ある。その際、ジョイントハウジング部は、互いに相対的に移動可能な二つのハウジング
部材を有し、これらハウジング部材は、ジョイントボールの反対の側で係合する。伝動装
置によって、ハウジング部材の少なくとも一方が動されることが可能である。可変圧力を
ジョイントボールに及ぼすためである。発明に従いボールジョイントは、伝動装置が、第
一及び第二の伝動要素を有し、これらに、回転軸に対して螺旋状に延びる少なくとも各一
つのボール軌道が形成されており、その際、第一及び第二の伝動要素が軸方向で、伝動要
素のボール軌道の間に案内される少なくとも一つのボールを介して互いに支持されている
ことにおいて際立っている。その際、第一の伝動要素は、軸方向にスライド可能に支承さ
れており、そして可動なハウジング部材は圧力接触状態とされ得る。他方で、第二の伝動
要素は、回転軸を中心として回転可能に支承されているので、第二の伝動要素の回転によ
って、第一の伝動要素は軸方向にスライドされることが可能である。可動なハウジング部



(5) JP 6835863 B2 2021.2.24

10

20

30

40

50

材に軸方向力を及ぼすためである。
【０００８】
使用される伝動装置が、伝動要素のボール軌道の間に案内される少なくとも一つのボール
によって、唯一の螺旋状に延びるボール軌道に沿って案内されることによって、伝動装置
によって既に低い駆動トルクにおいても、比較的高い軸方向力が発生させられることが可
能であり、その際伝動装置は、比較的低い構造空間を有する。各伝動要素に、其々、唯一
のボール軌道が形成されており、このボール軌道が、更に、ボール軌道の螺旋状の延在に
よって、軸方向の投影において円形状、又は部分円形状であるので、伝動要素の製造は、
特許文献１に記載の解決策に比べて明らかに簡単となる。少なくとも一つのボールが螺旋
状に延びるボール軌道に案内されることによって、伝動装置を有するボールジョイントに
おいて、（第二の伝動要素の）回転角度と、第一の伝動要素の軸方向の戻り調整ストロー
クの間に、堅固な関係が生じ、これによって可動なハウジング部材に作用する軸方向力が
及ぼされる。及ぼされる軸方向力は、第二の伝動要素の回転角度によって正確に調整され
ることが可能である。
【０００９】
第一及び第二の伝動要素は、其々、異なる構造の部材であることが可能である。目的に適
い、これらは其々、少なくとも領域的にディスク形状である物体として形成されている。
その一方の軸方向の面に、ボール軌道を収容するよう周回する各一つの傾いた面が形成さ
れている。目的に適い、両方の伝動要素のボール軌道を有する軸方向の面は、互いに向き
合っている。少なくとも一つのボールは、ボール軌道の間に配置され、そして伝動要素の
互いの支持の為に使用される。その際、少なくとも一つのボールは、必要に応じて両方の
伝動要素に沿って転動可能である。伝動装置の調整を可能とするためである。
【００１０】
本発明の有利な発展形は、伝動要素の間に案内されるボールの数量は、少なくとも三つ、
好ましくはちょうど三つである。原理的には、ボールジョイントにおいて使用される伝動
装置は、唯一のボールのみを設けられていることが可能である。その基本機能を満たすた
めである。この為、しかし、伝動要素の互いの支持が静的に定められないので、伝動要素
の相応した支承が行われる必要がある。特に特別な発展形に従い、ちょうど三つのボール
が伝動要素の間に案内されるとき、第一及び第二の伝動要素が、互いに静的に決定されて
支持されるというメリットが生じる。基本的に、ボールの数量が上昇すると、両方の伝動
要素における面押圧が減少するといえる。よって、三より多いボールが使用されることも
可能である。部材負荷をできる限り低く保つためである。しかし、この場合、両方の伝動
要素の支持の統計的過剰決定（独語：Ｕｅｂｅｒｂｅｓｔｉｍｍｔｈｅｉｔ）が存在する
。よって三つのボールの数量は、特に有利であると解される。
【００１１】
使用する伝動装置のボールジョイントの操作の為に、合目的的には、第二の伝動要素、つ
まり回転軸を中心として回転可能に支承された伝動要素が、噛合い係合式の係合手段を介
して外から回転駆動可能である。構造的な観点においては、噛合い係合式の係合手段は、
好ましくは、第二の伝動要素に形成されたかみ合せ（独語：Ｖｅｒｚａｈｎｕｎｇ）であ
る。このかみ合せは、有利には電動モーター、又はモーター伝動装置ユニットの駆動軸に
よって例えば移動可能であることが可能である。かみ合せは、その際、例えば、いわゆる
ウォーム伝動装置のウォームホイールとして使用されることが可能であり、その際、電動
モーターの駆動軸には、ねじ形状のウォームが形成されている。このウォームは、ウォー
ムホイールと係合し、これを駆動する。第二の伝動要素の駆動の為のウォーム伝動装置の
メリットはセルフロッキング作用である。
【００１２】
基本的に、少なくとも一つのボールは、両方の伝動要素の各々の境界を接する各ボール軌
道によってのみ案内される。特に、好ましいように、複数、特に三つのボールが使用され
るとき、伝動要素の間には、ボール軌道に沿って少なくとも一つのボールを案内する為の
ボールケージが設けられている。その際、ボールケージは、複数のボールを互いに所定の
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間隔に保持する機能を担い、そしてその他に、ボールのロストを防止するために使用され
る。ボールケージは、例えば金属から、プラスチックから、又は繊維強化プラスチックか
ら製造されていることが可能である。
【００１３】
ボールケージは、好ましくは、基本的にディスク形状の部材である。これは、好ましくは
、その中心軸が、ボールジョイントの回転軸と一致するよう配置されている。伝動装置の
操作の際、第二の伝動要素は回転軸を中心として回転する。結果、少なくとも一つのボー
ルと、これを案内するボールケージは、第二の伝動要素と同じ回転方向で回転軸を中心と
して回転することとなる。
【００１４】
コンパクトな構造を達成するために、及び少なくとも一つのボールを確実に案内するため
に、ボールケージは、その軸方向面に、好ましくは一つの外輪郭、つまり基本的に、隣接
する伝動要素の各対向外輪郭に対して補完的に形成されている外輪郭を有する。
【００１５】
合目的的には、ボールケージには、各ボールを少なくとも部分的に収容する為の、複数の
、ボールの数量に相当する切欠き部が設けられている。
【００１６】
両方の伝動要素の間に案内される少なくとも一つのボールの特に確実な案内は、第一及び
第二の伝動要素と、好ましくはボールケージもが、組立状態で噛合い係合式に互いに接続
されており、その接続は、回転軸に対して垂直な面内でのこれら部材の並進運動を噛合い
係合が防止するが、これら当該部材が、回転軸を中心として互いに回転可能であるように
行われるとき、図られ得る。上述した作用は、構造的には、第一の伝動要素に、シリンダ
ー状の部分が形成され、この部分が、ボールケージ内のシリンダー状の貫通開口部を貫通
し、そして、第二の伝動要素のシリンダー状の切欠き部内に没入していることによって、
特に有利に図られることが可能である。記載した形状によって、第一及び第二の伝動要素
と、ボールケージが、回転軸に垂直な面内で、互いにスライド不可能であるが、しかし回
転軸を中心として互いに回転可能であり、伝動装置の機能を実施することができるという
ことが保証される。
【００１７】
伝動装置の出発位置の決定の為、本発明の有利な発展形に従い、第一及び第二の伝動要素
には、各一つのストッパーが形成されている。このストッパーは、ボールケージに形成さ
れる各一つのストッパーと対応している。ストッパーを提供することによって、伝動装置
は、ストッパーと相応する衝突・接触により、常に既知の出発位置に移動させられること
が可能である。この位置は、先の運転において、ボールに発生するスリップによって去ら
れ得る位置である。
【００１８】
発明に従い、第一の伝動要素は、軸方向にスライド可能に支承されている。そのような軸
方向にスライド可能な支承は、様々な方法で実現されることが可能である。その際、第一
の伝動要素には、この目的の為、有利には回転防止部が付設されている。回転防止部は、
軸方向のスライド可能性の実現の際、第一の伝動要素の回転軸を中心とした回転を防止す
る。
【００１９】
確実な運転を補償するために、少なくとも一つのボールが、両方の伝動要素のボール軌道
の間に存在するということが、ことが常に保証されているべきである。よって有利には、
伝動装置にはばねユニットが付設されている。これによって、両方の伝動要素が、軸方向
に互いに予負荷を与えられることが可能である。ばねユニットによってもたらされる予負
荷力は、このようにして、少なくとも一つのボールが、両方のボール軌道によって予め定
められるその案内軌道を去るということを効率的に防止することができる。
【００２０】
ボールジョイントにおける摩擦抵抗が可能な限り正確に調節されることが可能であるよう
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に、ボールジョイントは、有利には、第二の伝動要素の調整された回転角度が、可動なハ
ウジング部材へ及ぼされる軸方向力に割り当てられ、そして、記憶されるということを可
能にする装置によって際立っている。当該装置は、好ましくは、回転角度と軸方向力の間
の記憶された関係に基づいて、所望の軸方向力の調整の為に必要な第二の伝動要素の回転
角度を与えるよう運転可能である。
【００２１】
当該装置は、更に、請求項１６に記載の伝動装置、特に上述したボールジョイントの為の
ものに関する。伝動装置は、第一及び第二の伝動要素を有し、これらに、各一つの、回転
軸に対して螺旋状に延びるボール軌道が形成されている。その際、第一及び第二の伝動要
素は、軸方向において、当該伝動要素のボール軌道の間に案内される少なくとも一つのボ
ールを介して互いに支持されており、そしてその際、第一の伝動要素は、軸方向にスライ
ド可能に支承されており、他方で、第二の伝動要素は、回転軸を中心として回転可能に支
承されているので、第二の伝動要素の回転によって第一の伝動要素は軸方向にスライドさ
れることが可能である。
【００２２】
本発明を以下に、実施例に基づき、及び変形に基づいて、その詳細を説明及び記述する。
表された実施例及び変形から、本発明の別の有利な効果が生ずる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】ボールジョイントの一つの実施例の側面図、簡略図
【図２】図１に示されたボールジョイントが有利に使用されることが可能である伝動装置
の斜視図
【図３】図２の伝動装置の分解図
【図４】図２の伝動装置の第一の伝動要素（下側のボールランプ）と、その上に存在する
三つのボールの斜視図
【図５】図４の第一の伝動要素（下側のボールランプ）と、その上に配置された複数のボ
ールの上面図
【図６】図２に示された伝動装置のボールケージの上面図
【図７】変更されたボールケージの上面図
【図８】図２の伝動装置の斜視図、斜め下からの図
【発明を実施するための形態】
【００２４】
図１は、本発明のある実施例に従う可変摩擦抵抗を有するボールジョイント１を、簡略断
面図にて示す。ボールジョイント１は、様々な適用範囲において使用されることが可能で
ある。これは例えば、車両の二つの部材、特にそのシャシーの二つの部材を柔軟に接続す
るために使用される。ボールジョイントは、ボールピボット部２を有する。ボールピボッ
ト部は、ジョイントボール３を有している。ボールピボット２のジョイントボール３は、
ジョイントハウジング部４に収容され、これに対してジョイント式に支承されている。よ
ってボールピボット部２は、ジョイントハウジング部４に対して回転可能、かつ揺動可能
である。
【００２５】
ジョイントハウジング部４は、その際、互いに相対的に移動可能な二つのハウジング部材
５，６を有している。これらハウジング部材は、ジョイントボール３の向かい合った側に
係合する。ハウジング部材５は、その際、静的なハウジング部材を形成し、そしてジョイ
ントボール３をピボットネックの方の側において支持する。他方で、ハウジング部材６は
、可動なハウジング部材である。これは、ピストン同様に、シリンダーとして機能する静
的なハウジング部材５の中に配置されており、そして軸１０の方向にスライド可能である
。軸は、ジョイント軸、及び、更に説明する回転軸と一致する。ボールジョイント１の右
横に記載された両矢印に相応する軸１０の方向の可動なハウジング部材６のスライドによ
って、静的なハウジング部材５と可動なハウジング部材６の間に形成される中間空間が拡
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大、又は縮小される。このようにして中間空間内に存在するジョイントボール３をこれら
両ハウジング部材５，６の間の可変圧力でもって挟み、そしてこれによってボールジョイ
ント１の摩擦抵抗に影響を与えるためである。示された実施例においては、ボールピボッ
ト部２のジョイントボール３は、直接でなく、変形可能な材料から製造された一つの共通
な支承シェル２５を介してハウジング部材５，６と接触している。
【００２６】
ジョイント領域への汚染、又は湿気の進入を防止するために、ハウジング５，６は、周回
するシール２２によって互いにシールされている。それ自体で見ると知られており、よっ
て詳細には表されていないが、ボールジョイント１は、そのハウジング開口部（ボールピ
ボット部２の方のジョイントハウジング部４の開口部）において、シールベローズによっ
て外側の周囲に対してシールされている。その際、シールベローズの端部は、ジョイント
ハウジング部４に固定されている。他方で、シールベローズの反対の端部は、ボールピボ
ット部２に固定されている。
【００２７】
可動なハウジング部材６の上には、表された実施例においてはこれに直接隣接して、伝動
装置７が設けられている。この伝動装置は、回転軸１０を有する。回転軸は、ボールジョ
イント１のジョイント軸と一致している。伝動装置７（その構造及び機能は後続する図に
詳細に説明される）は、移動するハウジング部材６が軸方向に、つまり回転軸１０の方向
に移動することが可能であることに供する。このようにして可変圧力をジョイントボール
３に及ぼすことができるようにするためである。特に、伝動装置によって軸方向力Ｆ（図
１においては矢印によって示唆されている）はハウジング部材６に及ぼされることが可能
である。伝動装置７の構造は、以下に詳細に説明される。
【００２８】
図２は伝動装置７を示す。この伝動装置は、図１に示されているようなボールジョイント
１において使用されることが可能である。図２に組み立てられた状態で斜視図で示される
伝動装置７は、更に、図３から６及び図８に完全に、又は、個々のコンポーネントに基づ
いて表されているので、以下の説明は、前記した図の全てに関する。その際、同じ参照符
号は同じ部材を示し、そして繰り返しを防止するために、図に表された実施例の説明は一
度のみ行われる。
【００２９】
図２に示された伝動装置７は、第一の伝動要素８と第二の伝動要素９を有する。第一の伝
動要素８と第二の伝動要素９の間にはボールケージ１４が配置されている。第二の伝動要
素９は、より大きな直径の円形ディスク形状の領域を有し、そしてこれに隣接する、これ
に対して小さな直径を有する領域を有している。この領域には、駆動歯部１７が形成され
ている。駆動歯部１７は、部分的にのみ表されたウォーム伝動装置のウォームホイールを
形成する。特に、第二の伝動要素９は、駆動歯部１７によってウォームを介して駆動され
ることが可能である。ウォームは、例えばモーター軸に配置されている。
【００３０】
ボールケージ１４と、第一の伝動要素８は、図２に見て取ることができる領域においては
、基本的に外観上ディスク形状に形成されている。第一の伝動要素８、第二の伝動要素９
及びボールケージ１４は、回転軸１０に対して同軸に配置されており、そしてこの回転軸
１０を中心として回転可能である。伝動装置７の右に記載された両矢印によって示唆され
ているように、第二の伝動要素９が、第一の伝動要素８に対して取る相対的な回転角度に
応じて、第一の伝動要素８と第二の伝動要素９の間の軸方向の間隔は変化する。
【００３１】
図３は、回転軸１０に沿った伝動装置７の分解図を示す。図から、第一の伝動要素８は、
大きな直径を有する円形ディスク形状の領域と、これに対して小さな直径を有するシリン
ダー状の部分１６を有する。第一の伝動要素８は、部分的に金属から製造されている。第
一の伝動要素８が、下側（図１の可動のハウジング部材６の方の側）において平らに延び
ている一方で、第一の伝動要素８の第二の伝動要素９の方側においては、周回する傾斜面
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を形成している。この傾斜面内には、ボール軌道１１が作り込まれている。このボール軌
道は、回転軸１０に対して螺旋状に伸びている。ボール軌道１１は、軸方向下側の面に対
して少ない軸方向間隔を有する出発点から、大きな軸方向間隔を有する終点まで上昇して
いる。ボール軌道１１の終点の領域には、第一の伝動要素８における周囲領域に、軸方向
に延びる溝が形成されている。この溝は回転防止部１５として使用される。回転防止部１
５によって、第一の伝動要素８が、回転軸１０の方向において軸方向には移動可能である
が、しかし回転軸を中心として回転不能であることが保証されることが可能である。よっ
て伝動要素８は、スライド可能なボールランプとも称され得る。
【００３２】
図４及び５に表されているように、第一の伝動要素８に形成されたボール軌道１１は、三
つのボール１３を収容するのに使用され、その際、これら三つのボール１３は少なくとも
部分的にボール軌道１１の上を転動可能である。特に図５には、ボール軌道１１はその軸
方向の投影が、部分円形状に伸びている、つまりボール軌道１１の回転軸１０に対する間
隔が一定であることが見て取ることができる。
【００３３】
図３から、ボール軌道１１上を案内される三つのボール１３が、ボールケージ１４によっ
て互いに所定の間隔に保持されることを見て取ることが可能である。三つのボールケージ
１４は、繊維強化プラスチックから成る基本的にディスク形状の部材である。これは、中
央に中央の貫通部２４を有する。貫通部は、伝動装置７の組立状態で、第一の伝動要素８
に形成されるシリンダー状の部分１６によって貫通される。ボールケージ１４内には、更
に、三つのボール１３の其々の為に丸い切欠き部２３が形成されている。これらは、それ
ぞれ一つのボール１３を少なくとも部分的に収容する。各ボール１３は、その際、周囲部
分において属する切欠き部２３内に案内される。
【００３４】
純粋な円形ディスク形状と異なり、ボールケージ１４は、その両側の軸方向面において隣
接する伝動要素８，９の各対向する外輪郭に対して基本的に補完的な外輪郭を有する。換
言すると、ボールケージ１４の両方の軸方向面には、其々一つの、周回する傾斜面が形成
されており、それらが伸びる様子は、各対向する伝動要素８，９の傾斜面に対応している
。第二の伝動要素９に形成された傾斜面と、これに形成されたボール軌道１２は、図３の
描写からは直接には見て取ることができないことを付言する。よって、第二の伝動要素９
の下側には、第一の伝動要素８のボール軌道１１に対して補完的なボール軌道１２が、相
応して周回する傾斜面に形成されている。
【００３５】
第一の伝動要素８にも、第二の伝動要素９にも、各一つのストッパー１８が形成されてい
る（図４からは、第一の伝動要素８のストッパー１８のみが見て取ることができる）。こ
のストッパーは、伝動装置７の出発位置の決定の為に、ボールケージ１４に形成されたス
トッパー２０と対応している。伝動要素８，９、又はボールケージ１４におけるストッパ
ー１８又は２０は、当該部材に形成された各傾斜面における出発領域と終点領域の間の軸
方向のずれを架け渡す。
【００３６】
図６の描写に従い、ボールガイド穴２３は、周囲に均等に（つまり１２０度の間隔で）分
配されてはおらず、ボール軌道の進行上で最初のボールと最後のボールの間に１２０度を
超える角度αを生じる。これによって、伝動装置７は全体として、第一の伝動部分８と第
二の伝動部分９の間に約２３０度の高い最大達成可能回転角度を有する。大きな回転角度
は、伝動装置７の達成可能な軸方向ストローク（伝動ストローク）を大きくする。
【００３７】
図７に表された、ボールケージ３０の変更された実施形に従い、これは代替的に、五つの
ボールガイド穴３１が設けられていることが可能である。これによって上述した形式の伝
動装置は、上述したような方式で五つのボールと共に運転されることも可能である。その
ような伝動装置は、第一の伝動部分に対する第二の伝動部分の支持に関して過剰であるが
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、しかしボールの数量が多くなっていることによってボール軌道における面圧と、これに
ともない各部材要求が減少される。
【００３８】
続いて図８は、先ほど図２から６に基づいて説明した伝動装置７を斜め下からの斜視図で
示す。特に、この図から、第一の伝動要素８の周囲領域に形成された軸方向に延びる溝は
、ここではピボットとして形成されており、このピボットが、回転防止部１５として作用
するのが見て取れる。よって、適当に形成されたハウジング装置において伝動装置７を相
応して収容部することによって、第一の伝動要素８が軸方向で移動可能に案内されること
が可能であり、その際、回転軸１０を中心とした回転が防止される。
【００３９】
第一の伝動要素８の下側には、つまり、第一の伝動要素８の移動可能なハウジング部材６
の方の側には、ばね要素２１が設けられている。これは、コイルバネとして形成されてい
る。このばねはボールジョイント１の組立状態において可動なハウジング部材６（図１参
照）に支持されており、そして、第一の伝動要素８が第二の伝動要素９に対して予負荷を
与えられることに供する。よって、例えば接触が失われることによるボールのロスト、及
び／又はスリップが防止される。
【００４０】
よって機能方式に関して、スライド可能なボールランプの形式の第一の伝動要素８と、回
転可能なボールランプの意味における第二の伝動要素８を有する伝動装置７が存在する。
これらには、回転軸１０に対して螺旋状に伸びる各一つのボール軌道１１，１２が形成さ
れている。第一の伝動要素８と、第二の伝動要素９は、軸方向において三つのボール１３
を介して互いに支持されている。これらは、伝動要素８，９に形成される、向かい合った
ボール軌道１１，１２の間に案内され、そしてこれにそって転動可能である。第一の伝動
要素８は、軸方向において軸方向にスライド可能に支承されている。他方で第二の伝動要
素９は、回転軸１０を中心として回転可能に支承されている。螺旋状に伸びるボール軌道
とその間に配置される三つのボールの作用によって、回転軸を中心とした第二の伝動要素
の回転によって第一の伝動要素が軸方向にスライドされることとなる。よって伝動装置７
は、第二の伝動要素９に（駆動側に）導入される回転運動を、高効率で、第一の伝動要素
８（被動側）の軸方向の並進運動へと変換する。可動なハウジング６を有する伝動装置７
を機械的に圧力接触状態へとすることが可能であることによって、伝動装置７の調整によ
って、軸方向力Ｆが可動なハウジング部材６へと及ぼされることが可能であり、これによ
って結果として、第二の伝動要素９の回転角度に応じる圧力と、これに伴いボールジョイ
ント１の可変な摩擦抵抗が調整されることが可能である。
【符号の説明】
【００４１】
１　ボールジョイント
２　ボールピボット部
３　ジョイントボール
４　ジョイントハウジング部
５　静的なハウジング部材
６　可動なハウジング部材
７　伝動装置
８　第一の伝動要素（スライド可能なボールランプ）
９　第二の伝動要素（回転可能なボールランプ）
１０　回転軸、ジョイント軸
１１　ボール軌道
１２　ボール軌道
１３　伝動ボール
１４　ボールケージ
１５　回転防止部
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１６　シリンダー状体
１７　駆動歯部
１８　ストッパー
１９　周回する傾斜面
２０　ストッパー
２１　ばね要素
２２　シール
２３　ボールガイド穴
２４　貫通部
２５　支承部シェル
３０　ボールケージ
３１　ボールガイド穴
α　角度
Ｆ　軸方向力

【図１】 【図２】
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【図５】
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